
様式第二号の十三（第八条の十七の二関係） 

（第1面） 

特別管理産業廃棄物処理計画書 

2023 年 6月 23 日 

尼崎市長 殿 

提出者 

住所 尼崎市東向島西之町1番地 

エ々 日本製鉄株式会社 関西製鉄所 尼崎地区 
山Vイコ 副所長 木谷 茂 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 06-6411-7724 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物 
の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称 日本製鉄株式会社 関西製鉄所 尼崎地区 

事 業 場 の 所 在 地 尼崎市東向島西之町1番地 

計 画 期 間 2023 年4月1日から2024年3月31 日 

当謬 ミ事業場において現に行っている事業に関する事項 

①事業の種類 2234 鋼管製造業 

②事業の規模 製造品出荷額 44, 893 百万円 （2022 年度実績） 

③従業員数 711人（2023 年6月時点） 
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別紙の通り（図1～図7) 

日本産業規格 A列4 



（第2面） 

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

（管理体制図） 

別紙の通り （図8～図9) 

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 

別紙の通り 

①現状 

排出量 し t 

（これまでに実施した取組） 

高濃度PCB廃棄物及び低濃度PCB廃棄物の所内調査及びPCB含 
有機器について計画的に処理を実施した事により、特別管理産業廃棄 
物の排出量が増加した。 
鋼管の脱脂工程で使用するホメザリン（高アルカリ）の使用量把握。 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 

排出量 
別紙の通り 

t 

（今後実施する予定の取組） 

高濃度PCB廃棄物及び低濃度PCB廃棄物の所内再調査及びPCB 
含有機器の計画的処理を実施。 
鋼管の脱脂工程で使用するホメザリンの使用量把握及び排出量削減検 

討。 

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 

①現状 

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

廃ホメザリンはピットに保管し、バキューム車で回収。 
微量PCB廃棄物は、PCB 倉庫内の区画内でオイルパンを敷いて保 

管。 

（今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

現状通りの管理を継続して実施する。 

②計画 



（第3面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 

①現状 

自ら再生利用を行った 
特別管理産業廃棄物の量 

別紙の通り 

t 

（これまでに実施した取組） 

特になし 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 

自ら再生利用を行う 
特別管理産業廃棄物の量 

別紙の通り 

t 

（今後実施する予定の取組） 

特になし 

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

①現状 

【前年度（令和 4年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 

自ら熱回収を行った 
特別管理産業廃棄物の量 

別紙の通り 

し t 

自ら中間処理により減量した 
特別管理産業廃棄物の量 t t 

（これまでに実施した取組） 

特になし 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 
I 

自ら熱回収を行う 
特別管理産業廃棄物の量 

別紙の通り 

t 

自ら中間処理により減量する 
特別管理産業廃棄物の量 t t 

（今後実施する予定の取組） 

特になし 



（第4面） 

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 

別紙の通り 

①現状 

自ら埋立処分を行った 
特別管理産業廃棄物の量 

t t 

（これまでに実施した取組） 

特になし 

②計画 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 

自ら埋立処分を行う 
特別管理産業廃棄物の量 

別紙の通り 

t t 

（今後実施する予定の取組） 

特になし 

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

①現状 

【前年度（令和 4年度）実績】 

特別管理産業廃棄物の種類 

全処理委託量 

別紙の通り 

t t 

優良認定処理業者への 
処理委託量 t t 

再生利用業者への 
処理委託量 

t t 

認定熱回収業者への 
処理委託量 t t 

認定熱回収業者以外の 
熱回収を行う業者への 
処理委託量 

t t 

（これまでに実施した取組） 

高濃度PCB廃棄物及び低濃度PCB廃棄物の所内調査及びPCB含 
有機器について計画的に処理を実施した事により、特別管理産業廃棄 
物の排出量が増加した。 
鋼管の脱脂工程で使用するホメザリン（高アルカリ）の使用量把握。 



（第5面） 

【目標】 

特別管理産業廃棄物の種類 

全処理委託量 

別紙ク フ通り 

L 

優良認定処理業者への 
処理委託量 t t 

再生利用業者への 
処理委託量 

t t 

認定熱回収業者への 
処理委託量 t t 

認定熱回収業者以外の 
熱回収を行う業者への 
処理委託量 

t t 

（今後実施する予定の取組） 

高濃度PCB
含有機器の計画的処理を実施。 
鋼管の脱脂工程で使用するホメザリンの使用量把握及び排出量削減検 

討。 

廃棄物及び低濃度PCB廃棄物の所内再調査及びPCB 

電子情報処理組織の使 
用に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

特別管理産業廃棄物 
排 出 量 

（ボリ塩化ヒ。フエニル廃棄物を除く。） 
360. 60 t 

（今後実施する予定の取組等） 

2014年9月より、電子マニフエスト化率100％で運用開始。 
今後も継続して電子マニフエスト化率100％で運用を行う。 

※事務処理欄 



（第6面） 
備考 

1 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。 

2 当該年度の6月30日までに提出すること。 

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ 
と。 
(1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 
(2) ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元 

請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に 
応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

(3) ④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が 
終了するまでの一連の処理のエ程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記 
入すること。 

4 「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の 
種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った特別管 
理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、 
目標及び取組を記入すること。 

5 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の 
種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管理産業 
廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて記入するこ 
と。 

6 「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種類ご 
とに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び 
清掃に関する法律施行令第6条の14第2号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生 
利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1 
項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱 
回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入す 
ること。 

7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発生 
量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第2条の4第5号イからハまでに掲げるものをいう。）を 
除く。）を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処理組織の使 
用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関 
する法律施行規則第8条の31の4に該当するときは、その旨及び理由を含む。）について記入 
すること。 

8 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の 
とおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、特別管理 
産業廃棄物の種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入 
し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべ 
き事項がないときは、 「一」を記入すること。 

9 ※欄は記入しないこと。 



尼崎熱間製管工場（熱押課）製造工程フ口ー図（図1) 

＜廃棄物の発生＞ 
ビレット受入 
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尼崎熱間製管工場（鍛造管課）製造工程フ口 

材料受入 

+ 
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加熱炉

+ 
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+ 
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＜廃棄物の発生＞
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図（図2) 

トレンガ屑

トスケール

ト切粉、砥石屑

 トグリット。ダスト

 トベルト砥石、研磨粉、砥石屑

●含油スラッジ
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尼崎熱間製管工場（鍛造管課 高速鍛造機） 
製造工程フ口ー図（図3) 

＜廃棄物の発生＞ 

［鋼塊受入
' 

鋼塊手入れ
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材料組立て 

+ 
L 加熱 

+ 

［ 鍛造 
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「外径測定 

+
L 切断 

+

 トカ グラインダダスト、砥石屑

研磨粉

トレンガ屑、スケール

ト廃油、スケール

熱処理

+ 

［ 冷却 

+
発送

ト切断屑

トレンガ屑、スケール



尼崎冷間中径管工場及び 
尼崎冷間小径管工場 

製造工程フ口ー図（図4) 

＜廃棄物の発生＞ 
材料受入 

冷間 
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尼崎プレスヘソド鋼管工場 製造工程フ口ー図（図5) 

材料受入 
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＜廃棄物の発生＞ 

※有価物化の物は除く 
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廃棄物処理工程図（図7) 
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委託処理 委託処二 

尼崎冷間中径管エ場 【特管】廃アル力リ 廃ホメザリン（アJ功リ） 焼却 

尼崎冷間小径管エ場 【特管】廃アル力リ 廃ホメザリン（アI助リ） 焼却 

尼崎冷間小径管エ場 【特管】廃油 廃アセトン -（有価物化） 

尼崎整備室 【特管】廃酸 バッテリ― -（有価物化） 

各室エ場 【特管】廃酸 弗硝酸 中和 

各室エ場 【特管】廃油（有害） ジクロ口エタン 焼却 

各室工場 【特管】汚泥（有害） 金属水銀 中和 

各室エ場 【特管】高濃度PCB廃棄物 コンデンサ― 化学処理 

各室エ場 【特管】微量PCB廃棄物 絶縁油 焼却 

各室エ場 【特管】微量PCB廃棄物 汚染物 焼却 



2023年6月 

＜ 図8 日本製鉄株式会社 全社組織図 ＞ 

2022年4月1日 

日本製鉄株式会社 

本社部門 
「  LH* 東日本 

製鉄所 

」室蘭地区 

釜石地区 

※北日本製鉄所 

2022年4月1日に当社の 

室蘭製鉄所と 

東日本製鉄所釜石地区 

を統合して発足 

十島地区
君津地区 

」釜石地区 

」直江津 
~ 地区

名古屋 
製鉄所 

関西 
製鉄所 

瀬戸内 

製鉄所 

」 和歌山 
~ 地区

製鋼所 
地区 

」尼崎地区 

九J、トI 
製鉄所 

広畑地区 

呉地区 

」堺地区 

」東予地区 

」大阪地区 

」ノ、幡地区 

H大分地区 



2023年S月 

図9 日本製鉄株式会社 関西製鉄所 尼崎地区 組織図 

（注）関係外の組織は省略 
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『産業廃棄物の処理に係る管理体制』 
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※1．安全環境防災部 
(1）上席主幹（環境防災室地区統括） 環境マネジメント管理責任者 

※2‘環境防災室 
(1）環境防災室主査 廃棄物処理責任者（本社報告総括） 
(2）環境防災室主査 廃棄物処理担当者（廃棄物管理・行政報告・処理契約・排出管理等） 
(3）環境防災室主査 特別管理産業廃棄物管理責任者 

※3 環境専門委員 
(1）各所属 1名選出（廃棄物管理・分別廃棄確認パトロール／環境保全活動・環境管理月度報告） 



特別管理産業廃棄物処理計画書 別紙 

『2C .2年度実績と2023年度目標』 

1 .特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

排出量（t) 7000引火性廃油 7100強酸 7200強アルカリ 7300感染性廃棄物 7411廃PCB等 7412 PCB汚染物 合計(t) 

現状 前年度（2022年度）実績 0.000 599.030 120. 740 0.000 3.660 0.000 723 .430 
計画 今年度（2023年度）目標 0.000 539. 127 108.666 0.000 3.294 0.000 651. 087 

2．自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 

自ら再生利用を行った量（t) 7000引火性廃油 7100強酸 7200強アルカリ 7300感染性廃棄物 7411 廃PCI3等 7412 PCB汚染物 合計（t) 
現状 前年度（2022年度）実績 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
計画 今年度（2023年度）目標 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

3.自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 

自ら熱回収を行った量(t) 7000引火性廃油 7100強酸 7200強アルカリ 7300感染性廃棄物 7411廃PCB等 7412 PCB汚染物 合計（t) 
現状 前年度（2022年度）実績 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
計画 今年度（2023年度）目標 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
，自ら中間処理により減量した量（t) 7000引火性廃油 7100強酸 7200 強アルカリ 7300感染性廃棄物 7411 廃PCB等 7412 PCB汚染物 合計C) 
現状 前年度（2022年度）実績 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
計画 今年度（2023年度）目標 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分 トに関する事項 

－自ら埋立処分を行った量（t) 7000引火性廃油 7100強酸 7200強アルカリ 7300感染性廃棄物 7411 廃PCB等 7412 PCB汚染物 合計(t) 
現状 前年度（2022年度）実績 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
計画 今年度（2023年度）目標 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

現状 前年度（2022年度）実績（t) 7000引火性廃油 7100強酸 7200 強アルカリ 7300感染性廃棄物 7411 廃PCB等 7412 PCB汚染物 合計(t) 
全処理委託量 0
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723 .430 
優良認定処理事業者への処理委託量 0.000 599.030 120. 740 0.0000 3.660 0.000 723 .430 
再生利用業者への処理委託量 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 
認定熱回収業者への処理委託量 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 

認定熱回収業者以外の熱回収を行う 
業者への処理委託量 

0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 

計画今年度（2023年度）目標てt) 7000引火性廃油 7100強酸 7200強アルカリ 7300感染性廃棄物 7411 廃PCB等 7412 PCB汚染物 合計（t) 
全処理委託量 0.000 539. 127 108.666 0.000 3.294 0.000 65 1.087 
優良認定処理事業者への処理委託量 0.000 539. 127 108一666 0.000 3.294 0.000 65 1.087 
再生利用業者への処理委託量 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
認定熱回収業者への処理委託量 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

認定熱回収業者以外の熱回収を行う 
業者への処理委託量 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


